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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年12月17日(2015.12.17)

【公表番号】特表2015-506478(P2015-506478A)
【公表日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-014
【出願番号】特願2014-553669(P2014-553669)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｃ  19/06     (2006.01)
   Ｇ２１Ｆ   5/12     (2006.01)
   Ｇ２１Ｆ   5/008    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｃ   19/06     　　　Ｗ
   Ｇ２１Ｆ    5/00     　　　Ｄ
   Ｇ２１Ｆ    5/00     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成27年10月26日(2015.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料棒（２０）または燃料棒部分を気密にカプセル化するための容器（２）であって、
この容器は中空円筒状の容器部分（８）を有し、この容器部分の両自由端がそれぞれ一体
構造の閉鎖栓（１０）により流体密に閉鎖され、この閉鎖栓が流路（１４）を備え、この
流路が専ら組み立て時に最終位置に達する前に取る中間位置において、すなわち閉鎖栓（
１０）がその最終位置に対し付加的に軸方向突出長さ（ｓ）だけ容器部分から突出してい
る中間位置において、容器部分（８）の洗流空間（１５）を外室（１６）と流体的に接続
するようにした燃料棒または燃料棒部分を気密にカプセル化するための容器。
【請求項２】
　流路（１４）が閉鎖栓（１０）の内側端面（２３）からその長手軸（２２）に並行に走
る第１の流路部分（２４）を有し、この部分が長手軸（２２）と直交し閉鎖栓の外套面（
２７）から出ている第２の流路部分（２６）に通じている請求項１記載の容器。
【請求項３】
　閉鎖栓（１０）または中空円筒状の容器部分（８）が外周面もしくは内周面に、閉鎖栓
（１０）を前記中間位置に着脱自在に固定する係止手段を備える請求項１または２記載の
容器。
【請求項４】
　各閉鎖栓（１０）が最終組み立て位置において環状に周回するフランジ（１３）で中空
円筒状の容器部分（８）の端面上に載置される請求項３記載の容器。
【請求項５】
　フランジ（１３）および端面が環状に周回する溶接継目（４０）またはろう付け継目に
より互いに材料結合的に接続される請求項４記載の容器。
【請求項６】
　閉鎖栓（１０）が中空円筒状の容器部分（８）内に収縮結合により流体密に固定される
請求項３または４記載の容器。
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【請求項７】
　以下の特徴：ａ）装置が第１および第２の作業室（５０、５２）を有する、ｂ）第１お
よび第２の作業室（５０、５２）が互いに間隔を置いて共通のシステム軸（５３）上に配
置される、ｃ）第１および第２の作業室（５０、５２）がこの作業室（５０、５２）に通
じている容器（２）の自由端を収容するための第１もしくは第２の開口（５６、５７）を
備え、第１および第２の作業室（５０、５２）がこれらの間に容器（２）が配置された場
合専らこの容器自体を介して互いに流体的に接続されるようにする、ｄ）第１の作業室（
５０）が洗流ガス（Ｇ）の入口（６６）を、第２の作業室（５２）が出口（６９）を有す
る、ｅ）各作業室（５０、５２）が容器（２）を気密に閉鎖する手段を有する、特徴を備
える容器（２）内に燃料棒（２０）または燃料棒部分を気密にカプセル化するための装置
。
【請求項８】
　第１および第２の作業室（５０、５２）がシステム軸（５３）に沿って移動できるよう
に配置される請求項７記載の装置。
【請求項９】
　各作業室（５０、５２）が開口（５６、５７）を環状に取り囲みシステム軸（５３）の
方向に開口（５６、５７）に向かって調整可能なピストン（６４）を備え、このピストン
によりシステム軸（５３）の方向に摺動することによりこれと直交的に作用する成分を有
する力が開口（５６、５７）を取り囲むパッキンリング（６０）に及ぼされる請求項７ま
たは８記載の装置。
【請求項１０】
　第１および第２の作業室（５０、５２）がシステム軸（５３）に沿って端面側の端部で
第１もしくは第２の作業室（５０、５２）に突出する接続管（１００）を介して互いに固
定的に接続され、この接続管に容器（２）がその自由端で接続管（１００）を突出するよ
うに挿入できる請求項７記載の装置。
【請求項１１】
　入口（６６）および出口（６９）がそれぞれ第１もしくは第２の作業室に通じる導入管
（１０２）もしくは排出管（１０４）により形成され、それらの中心軸がシステム軸（５
３）と一致するとともにそれらの管の間に接続管（１００）がそれぞれ軸方向間隔（ａ）
を置いて配置され、互いに対向する端面間に第１もしくは第２の自由空間（１０６、１０
８）が残り、接続管（１００）が導入管（１０２）および排出管（１０４）において軸方
向に第１の位置へ移動可能に配置された第１もしくは第２のスリーブ（１１０、１１２）
と流体密に接続可能であり、第１および第２のスリーブ（１１０、１１２）が第２の位置
へ移動可能であり、この位置で第１および第２の自由空間（１０６、１０８）が第１もし
くは第２の作業室（５０、５２）に向かって開かれている請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　容器（２）と接続管（１００）との間に少なくとも１つのパッキン材（１１６）が配置
され、作業室（５０、５２）が専ら容器（２）を介して流体的に互いに接続されるように
調整される請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　入口（６６）および出口（６９）が作業室（５０、５２）の外側にあるバイパス管（１
３８）を介して互いに閉鎖されたガス循環路を生じるように接続可能であり、ガス循環路
内にガス循環路にある加熱ガス（Ｈ）を循環および加熱するためのポンプ（１４０）およ
び加熱装置（１４２）が配置される請求項７から１２の１つに記載の装置。
【請求項１４】
　各作業室（５０、５２）がシステム軸（５３）の方向に作用する圧力を及ぼすためのピ
ストン（９２）を有する請求項７から１３の１つに記載の装置。
【請求項１５】
　各作業室（５０、５２）がシステム軸（５３）を中心に回転可能におよびこの軸に向か
って調整可能に支承された溶接ヘッド（７４）を有する請求項７から１４の１つに記載の
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装置。
【請求項１６】
　各作業室（５０、５２）にシステム軸（５３）を中心に回転可能におよびこの軸に向か
って調整可能に支承された洗浄ブラシ（７２）が配置される請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　溶接ヘッド（７４）および洗浄ブラシ（７２）が共通の回転輪（７０）の上に配置され
る請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　回転輪（７０）が前記スリーブ（１１０、１１２）にそれぞれ配置された環状に周回す
るフランジにより形成される請求項１１を引用する請求項１７記載の装置。
【請求項１９】
　以下の工程：ａ）中間位置にある閉鎖栓（１０）を備え燃料棒（２０）または燃料棒部
分を含む容器部分（８）の自由端を第１の開口（５６）を介して第１の作業室（５０）に
、これに対向する自由端を第２の開口（５７）を介して第２の作業室（５２）に装着し、
第１および第２の作業室（５０、５２）が専ら容器部分自体を介して流体的に互いに接続
される、ｂ）洗流ガス（Ｇ）を容器部分（８）に吹き込み、容器部分（８）にある水を過
圧の形成により追い出す、行程を有する請求項７から１８の１つに記載の装置を有する請
求項１から６の１つに記載の容器（２）内に燃料棒（２０）または燃料棒部分を気密にカ
プセル化するための方法。
【請求項２０】
　水の追出し後に容器部分（８）に加熱ガス（Ｈ）をポンピングする請求項１９記載の方
法。
【請求項２１】
　続いて閉鎖栓（１０）を容器部分（８）に最終位置まで押し込み、流体密に容器部分（
８）と接続する請求項１９または２０記載の方法。
【請求項２２】
　閉鎖栓（１０）が容器部分（８）と環状に周回する溶接継目またはろう付け継目により
材料結合的に接続される請求項１９から２１の１つに記載の方法。
【請求項２３】
閉鎖栓（１０）が中空円筒状の容器部分（８）において収縮結合により流体密に固定され
る請求項１９から２１の１つに記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　第１および第２の作業室５０、５２ではそれぞれ開口５６もしくは５７に対向して昇降
シリンダ９１により操作されるピストン９２が配置され、これによりシステム軸５３の方
向に作用する圧力を閉鎖栓１０に及ぼすことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　その後昇降シリンダ１２２は再び流体密に端管１２０の上に据え付けられる。以下に説
明する工程は図４ａ，ｂに示した装置の作業位置において行われる。昇降シリンダの据え
付けが行われた後に弁１２６を開くことにより洗流ガスＧが高圧で導入管１０２に導入さ
れ、内室にプレスされ、弁１３０を開くと差し当たり洗流空間１１３にある水が追出され
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る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　続いて膨張可能なパッキング１１６に高圧ガスを付勢することにより接続管１００と容
器部分８との間の空隙が閉じられるので、洗流ガスＧは専ら容器２内を流れ、このように
して排水が行われる。この工程において燃料棒２０の上下端部に場合により予め作られた
開口を介して（図示せず）燃料棒２０からの水も除去される。ガス流は、排出管１０４に
配置された湿度センサ１５４で測定された湿度Ｘが所定の限界値を下回り十分な乾燥度が
信号化されるまで維持される。続いて場合によりバイパス管１３８にある水が弁１３６の
開放およびポンプ１４０の始動により追出される。その後弁１２６、１３０が閉じられる
。


	header
	written-amendment

